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第第７７章章
原原子子力力安安全全にに関関すするる国国際際的的なな取取組組
原子力の開発・平和利用を開始して以来、

我が国は国際協力及び国際貢献を通じて得た
知見を国内の安全確保対策に役立てるととも
に、我が国で培った安全確保対策経験等を積
極的に諸外国に提供し各国共通の財産とする
ことにより、国際的な原子力安全の向上を図
るなどの国際貢献を果たしてきました。

具体的には、国際原子力機関（IAEA）や
経済協力開発機構／原子力機関（OECD/
NEA）等の国際機関の活動への参加と多国
間協力、主要な原子力利用国との二国間原子
力協定等に基づく規制情報、技術情報の交
換、各種研修等の人材交流等を進めていま
す。

第１節 国際機関、多国間を通じての貢献

我が国は多国間協力として IAEA及び
OECD/NEA等の国際機関が進めている活動
に対し、各種会合への出席や専門家の派遣を
通して我が国の知見、経験の共有を図るな
ど、原子力安全の向上、確保のための活動に
積極的に協力するとともに、得られた成果を
国内の原子力安全確保への活用に努めていま
す。また、原子力利用経験豊富な主要国との
間、例えばアメリカ、フランス、ドイツとの
安全諮問委員会合同会合などにも参加して安
全確保の高度化に努めています。

１．１ 国際原子力機関（IAEA：Inter-
nationalAtomicEnergyAgency）

IAEAは原子力の平和的利用の促進と原子
力の軍事利用への転用を防止することを目的
として１９５７年（昭和３２年）に設立された機関
です。原子力の平和的利用の促進にかかる活
動の一環として、IAEAは原子力安全確保に
係る活動を実施しています。主要な活動とし
て、国際的な原子力安全基準等の策定、原子
力安全に関する国際条約の事務の取扱、安全
評価のサービス、原子力安全に関する各種専
門家会合等の開催による情報交換等を進めて
おり、我が国もこれらの活動に積極的に参加

しています。

（１）IAEA原子力安全基準文書の策定
IAEAでは、IAEA憲章に基づき、原子力

施設、放射線防護、放射性廃棄物及び放射性
物質の輸送等に係る IAEA安全基準文書
（IAEA Safety Standards Series）を作成し、
加盟国における国際的に調和の取れた安全基
準類の導入を支援しています。
安全基準文書は、各分野に横断的なもの

と、原子力施設安全、放射線防護、放射性廃
棄物管理及び輸送安全の各分野別に整備され
ており、安全原則（Safety Fundamentals）、
安全要件（Safety Requirements）、安全指針
（Safety Guides）の３段階の階層構造を有
する多数の文書（約１２０報）から構成されて
います。安全基準文書は、加盟国を法的に拘
束するものではありませんが、加盟国自身の
活動の際、国内規制基準として加盟国の裁量
で選択して使用することができます。また、
安全基準文書とは別に、基準の技術基盤ある
いは安全評価サービスの指針等となる技術文
書（TECDOC、ガイドライン等）も作成さ
れています。
これらの安全基準文書等は IAEAが開催
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図表３－７－１ 安全基準文書作成に係る委員会の構成

する専門家会合等を経て起案、作成されま
す。原子力施設、放射線防護、放射性廃棄物
管理及び放射性物質の輸送の各分野別に
IAEAに設けられた原子力安全基準委員会
（NUSSC）、放 射 線 安 全 基 準 委 員 会
（RASSC）、廃 棄 物 安 全 基 準 委 員 会
（WASSC）及 び 輸 送 安 全 基 準 委 員 会
（TRANSSC）の４つの安全基準委員会で審
査されるとともに、国際的なコンセンサスを
得る観点から、加盟国からのコメントも踏ま
え、最終的には上記４委員会を束ねる役割を
有する安全基準委員会（CSS）が審査・承認

をします。各委員会の構成を図表３－７－１に
示します。
２００６年（平成１８年）に安全基準文書の最上
位に位置づけられている「基本安全原則
（Fundamental Safety Principles）」が発行
されたこと等を受け、CSS では安全基準文
書体系の見直しに着手することとしました。
現在、各委員会において見直しの方向性に関
する検討が行われており、今後数年をかけ
て、現体系の運用を妨げないように配慮しつ
つ、徐々に新体系に移行していく見込みで
す。

①安全基準委員会（CSS：Commission on
Safety Standards）
加盟国の原子力、放射線、廃棄物、輸送の

安全に関する基準その他の規制文書を策定す
る責任を担う上級政府職員で構成される委員
会であり、全基準文書に関わる活動全般にわ
たり審査し、IAEA事務局長に助言します。
２００８年（平成２０年）１２月現在、２４の加盟国及
び３つの国際機関からの委員により構成され
ています。
我 が 国 は、CSS 及 び 下 記 のNUSSC、

RASSC、WASSC、TRANSSC 各委員会に、
常任委員が参加する一方、必要に応じ改訂作
業等に専門家を派遣して当該活動に貢献する
とともに、我が国の安全行政への反映、改善
に役立てています。

②原子力安全基準委員会（NUSSC：Nu-
clear Safety Standards Committee）
原子力安全に関する専門的識見を有する各

国の上級政府職員で構成される委員会です。
NUSSC は、１９７４年（昭和４９年）に原子力

安全基準（NUSS）計画として策定が開始さ
れ、その後の見直し等を経た一群の安全基準
文書（原子力発電所の立地、設計、運転、品
質保証及び研究炉、核燃料サイクル施設等）
の策定又は改訂に主要な役割を果たしていま
す。また、IAEA事務局に対し原子力安全に
係る助言をしています。
我が国も、原子力の安全性向上に役立つ基

準類についてはそれを参考にして、国内の安
全規制に活かしています。最近の例では、原
子力発電所の設計要件や運転安全などの基準
類が挙げられます。また、防災関連でも
IAEAの基準を参考にして国内の安全規制等
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に活かしています。

③放射線安全基準委員会（RASSC：Radia-
tion Safety Standards Committee）
放射線防護に関する専門的識見を有する各

国の上級政府職員で構成される委員会です。
RASSC は、ICRP（注５）勧告に基づく放射線

防護に関する安全基準文書の策定、改訂に主
要な役割を果たすとともに、IAEA事務局に
対し必要な助言をします。主要な安全基準文
書として、１９９６年（平成８年）にWHO等関
係諸機関の協力のもとに IAEAが発行した
「電離放射線に対する防護と放射線源の安全
性のための国際基本安全基準（BSS）」及び
その関連指針が挙げられます。BSS につい
ては、そのレビューの結果を踏まえて、現
在、改訂の検討が進められています。また、
放射線防護全般及び緊急時対応等に係る安全
基準文書の策定等も実施されており、さらに
WASSCとの協力のもと、原子力関連施設の
廃止措置に関わる安全評価、廃棄物の安全管
理等についても検討しています。
我が国も、BSS で定める「規制免除」の

考え方を導入し、関連する国内法規を２００５年
（平成１７年）に改正し施行させています。ま
た、IAEAの基準で定める「クリアランス」
の考え方を導入し、原子炉等規制法を２００６年
（平成１８年）に改正し施行しています。

④廃棄物安全基準委員会（WASSC：Waste
Safety Standards Committee）
放射性廃棄物に関する専門的識見を有する

各国の上級政府職員で構成される委員会で
す。
WASSCは、１９９１年（平成３年）にその作

業が開始された放射性廃棄物管理安全基準
（RADWASS）計画による安全基準文書の

策定・改訂について主要な役割を果たすとと
もに、IAEA事務局に対し必要な助言をしま
す。WASSCは、放射性廃棄物の安全管理に
関する原則、基準、指針の提供を目的とし、
インフラストラクチャー、廃棄物の放出、廃
棄物処分前管理（貯蔵、廃止措置を含む）等、
処分及び環境修復に係る安全基準文書を策定
しています。
我が国では、「規制免除」や「クリアラン

スレベル」の考え方、廃止措置に関する安全
基準を国内の規制システムに反映し、日本原
子力発電㈱東海発電所の廃止措置計画に初め
て２００６年（平成１８年）に適用しています。放
射性廃棄物の処理・処分についても、IAEA
の基準等を参考にして２００７年には原子炉等規
制法の改正、２００８年には埋設省令の改正等の
検討に反映しています。

⑤輸送安全基準委員会（TRANSSC：Trans-
port Safety Standards Committee）
放射性物質の輸送に関する専門的識見を有

する各国の上級政府職員で構成される委員会
です。
IAEAは、放射性物質輸送に係る安全基準

文書として「放射性物質安全輸送規則」を定
めています。我が国を含め、各加盟国は国際
的な整合性を鑑み、本規則をその国内法令に
取り入れることにより国際的に整合のとれた
輸送の安全を図っています。TRANSSC は、
本規則の改訂及び本規則に関連する指針等の
策定・改訂に主要な役割を果たすとともに
IAEA事務局に対し必要な助言をします。
この IAEA輸送規則は、原則として２年

ごとに見直し、重要な変更がある場合には公
刊し、各国はそれを反映することとなってい
ます。なお、２００８年に開催された IAEA理
事会においては、２００９年版の公刊について承

（注５）ICRP（International Commission on Radiological Protection：国際放射線防護委員会）
公衆の利益のために科学としての放射線防護を推進し、放射線防護に関する勧告と指針を提供することを目的とした非政府組織
（NGO）。１９２８年に国際放射線医学会総会により設立。ICRP勧告は放射線防護の基本的原理及び方策を示すものであり、世
界的に、最も学術的権威のある勧告として受け入れられています。
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認されたところであり、現在は、刊行準備が
進められています。
我が国においては、２００５年版を国内法規に

取り入れ、２００７年（平成１９年）１月１日から
施行されています。

（２）国際原子力安全グループ（INSAG：
International Nuclear Safety
Group）の活動

前述のCSS とは別に、１９８５年（昭和６０年）
３月、国際的に重要な原子力安全問題一般に
ついて情報交換や IAEA事務局長へ勧告す
る諮問機関として国際原子力安全諮問グルー
プ（INSAG：International Nuclear Safety
Advisory Group）が事務局長の下に設置さ
れました。
１９８６年（昭和６１年）にはチェルノブイリ発
電所事故後の評価専門家会合を開催し、事故
原因を分析した報告書を取りまとめました。
さらに、１９８８年（昭和６３年）には原子力発電
所の基本安全原則、１９９１年（平成３年）には
安全文化についての報告書、１９９６年（平成８
年）に深層防護についての報告書、１９９９年（平
成１１年）にすべての放射線源の安全管理原則
についての報告書等を取りまとめるなど、原
子力安全全般に亘って活動しています。以上
の活動については我が国からも専門家が委員
として参加しています。
２００３年（平成１５年）１１月、INSAGは、
IAEA事務局長への勧告のみならず、重要な
原子力の安全問題を検討するため、国際原子
力安全グループ（INSAG：International Nu-
clear Safety Group）として再編されました。
それ以来、２００８年（平成２０年）１２月までに１１
回開催され、主に運転経験フィードバック
（OEF：Operational Experience Feed-
back）、事象報告システム（IRS：Incident
Reporting System）といった「運転に関す

る安全」（Operational Safety）や各国に共通
な安全体制の構成要素を示した「国際的安全
の枠組み」（Global Safety Regime）、安全目
標（Safety Goal）を設定する際の考え方を
柱に構成される「安全原理」（Safety Princi-
ple）等について議論がなされています。２００６
年（平成１８年）には、原子力問題における利
害関係者の係わり方（Stakeholder Involve-
ment）、国際的安全の枠組みの２件の報告書
が刊行され、各国に原子力安全の基本理念を
示しています（注６）。今後も引き続き原子力の
安全問題について検討されます。
我が国は IAEA事務局長への勧告組織の

時代以来参加しており、上記報告書の取りま
とめや、今後重要となる安全関連課題に関す
る意見交換などに参画しました。

（３）原子力安全に関する国際条約の策定・
実施及び運用

①原子力の安全に関する条約
旧ソ連、中・東欧諸国の原子力発電所の安

全問題を契機として、世界の民生用原子力発
電所の安全確保を目的とした「原子力の安全
に関する条約」の策定が１９９１年（平成３年）
IAEA主催で開催された「原子力安全国際会
議」において提案されました。その後、同年
９月に条約草案策定のための専門家検討グ
ループが設置され、１９９４年（平成６年）２月
には第７回専門家検討グループ会合で草案が
合意されました。同年６月には外交会議にお
いて条約が採択され、同年９月２０日、IAEA
総会にあわせて署名式が開催され、我が国は
同日署名し、１９９５年（平成７年）５月に IAEA
事務局長に受諾書を寄託して、４番目の締約
国となりました。
本条約は１９９６年（平成８年）１０月２４日に発

効し、２００８年（平成２０年）１２月現在で我が国
を含め６２か国及び１機関が締結し、運転中の

（注６）２００８年（平成２０年）には、IAEA基本安全原則に基づく原子力安全基盤整備、運転経験フィードバックに係る国際システムの改
良の２件の報告書が刊行され、新たに原子力発電を導入する国の原子力安全基盤整備や各国の規制機関等による運転経験
活用のための国際システムの必要性等に関して示されています。
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原子力発電所を有する全ての国が条約の締約
国となっています。
この条約は、３年を超えない間隔に１回、

各国の原子力安全確保に関する取り組みをレ
ビューすることになっており、これまで１９９９
年（平成１１年）４月、２００２年（平成１４年）４
月及び２００５年（平成１７年）４月に、各締約国
が提出した国別報告書をレビューするための
検討会合が IAEA本部で開催されました。
２００５年（平成１７年）の第３回レビュー会合で
は、この条約が目指した当初の目標は各国の
努力で概ね達成されてきており、今後はテー
マを選んでより深い議論ができるようにすべ
きとの意見が出されました。第４回レビュー
会合は、２００８年（平成２０年）４月に開催され
ました。
我が国も上記のレビュー会合に参加し、各

締約国から出された国別報告書を締約国間で
の相互レビューにより教訓を共有し、会合の
報告書の取りまとめ作業に参加協力しまし
た。レビュー会合では、IRRS 受け入れを始
めとする安全規制の高度化に対する取組、既
存の原子力発電所の耐震安全性の評価などに
ついて報告したほか、２００７年（平成１９年）７
月の新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原子力
発電所への影響評価の状況についても紹介し
ました。レビューに参加した締約国からは、
我が国の国別報告及びプレゼンテーションは
詳細かつ情報量の多いものと評価されまし
た。

②使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安
全に関する条約
１９９４年（平成６年）９月の IAEA総会で、
放射性廃棄物管理の安全に関する基本原則を
包括的に定めることを目的とした放射性廃棄
物管理の安全に関する条約の検討を早期に開
始することが決議されました。１９９５年（平成
７年）７月には技術的、法令的観点から検討
するための専門家会合が開催され、使用済燃
料の管理の安全も同条約に含めることとなり

ました。それに応じて条約名称が決められ、
本条約の適用範囲、施設に求められる一般的
な安全要件等について議論されました。
本条約は１９９７年（平成９年）９月の外交会

議で採択され、同月の IAEA総会で署名開
放されました。本条約は２００１年（平成１３年）
６月１８日に発効し、我が国は２００３年（平成１５
年）８月２６日に IAEA事務局長に加入書を
寄託し、同年１１月２４日に我が国について効力
が生じました。２００８年（平成２０年）１２月現在、
４５か国及び１機関が締結しています。
２００６年（平成１８年）５月には、各締約国が
提出した国別報告書をレビューするための第
２回検討会合が IAEA本部で開催されまし
た。第３回会合では、早田原子力安全委員会
委員が議長を務め、２００９年（平成２１年）５月
に開催される予定です。
我が国は、上記第２回検討会合に他の締約

国と共に参加して、各国別報告書を締約国間
で互いにレビューして会合の概要報告を取り
まとめました。我が国からは、クリアランス
制度の制定、廃止措置制度の法制化、六ヶ所
再処理施設におけるアクティブ試験の開始、
使用済燃料中間貯蔵事業の進捗、高レベル廃
棄物の規制及び基準の策定に向けた取り組み
などについて報告を行いました。レビューに
おいては、日本が使用済燃料管理及び放射性
廃棄物管理について、包括的な報告書を作成
し、詳細なプレゼンテーションを行ったこと
が評価されるとともに、廃止措置の法制化な
ど、制度的な整備に取り組んでいることが評
価されました。

（４）放射線源の安全とセキュリティ
２００３年（平成１５年）３月にアメリカ及びロ
シアの発案により開催された IAEAの「放
射線源の安全とセキュリティに関する国際会
議」の結果を受けて、放射能テロに転用され
ると影響の大きい放射線源に対する管理を強
化するため、それまでの IAEAによる「放
射線源の安全とセキュリティに関する行動規
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範（Code of Conduct）」を改定することとな
り、２００３年（平成１５年）９月の IAEA総 会
においてその改定が承認されました。この行
動規範は、各国を法的に拘束するものではあ
りませんが、既に我が国を含めて９３か国
（２００８年（平成２０年）１２月現在）がこの行動
規範を支持する文書を IAEAに寄託してい
ます。
この行動規範の付属文書として２００５年（平

成１７年）３月に刊行された「放射線源の輸出
入ガイダンス」では、技術文書「放射線源の
分類」（２００３年（平成１５年）７月刊行）にお
いて分類されたカテゴリ１とカテゴリ２の主
要な放射線源の輸出入の際に、当該国の事前
承認等を必要とすることが規定されていま
す。なお、この技術文書に基づいて、２００５年
（平成１７年）８月に、安全指針文書が作成・
発行されています。
さらに、上記行動規範の付属文書として

「放射線源のセキュリティ」を刊行するため
の検討が現在行われており、各国のレビュー
が終了しています。
我が国においては、「放射線源の安全とセ

キュリティに関する行動規範」の完全履行を
目指し、放射線源登録管理システムの開発を
進め、平成２１年度中の運用開始を予定してい
ます。さらに、上述の「放射線源のセキュリ
ティ」が刊行された後に、それを踏まえた国
内事業者向けのセキュリティガイドラインの
策定を計画しています。「放射線源の輸出入
ガイダンス」については、２００６年（平成１８年）
１月にその履行のための関係法令が施行され
ました。

（５）その他の主な安全性向上のための活動
①EBP（Extrabudgetary Programme）
アジア・プロジェクト
IAEAは、アジア近隣諸国における原子力

安全の向上を目的として「東南アジア・太平
洋諸国及び極東諸国の原子力施設の安全に関
する特別拠出金事業（EBPアジア・プロジェ

クト）」を、１９９７年（平成９年）から開始し
ました。支援内容は、アジア地域全体に対す
るものと個々の国に対するものからなりま
す。前者としては、１９９９年（平成１１年）及び
２０００年（平成１２年）に日本原子力研究所（現
()独日本原子力研究開発機構）で開催された研
究炉の安全評価に関するワークショップ、
２００１年（平成１３年）に㈶原子力発電技術機構
（現()独原子力安全基盤機構）で開催された
IAEA原子力安全基準に関するワークショッ
プ等の活動があります。後者としては、対象
国の原子力安全に係る状況をまとめた「国別
原子力安全プロファイル」に基づき、対象国
の状況に合わせて、IAEAの総合的規制評価
サービス（IRRS：Integrated Regulatory Re-
view Service）の前身である国際規制レ
ビューチーム（IRRT：International Regula-
tory Review Team）の派遣や、種々の技術
課題に係る専門家派遣等の支援がなされてい
ます。
２００２年（平成１４年）１１月の技術会合におい
て、IAEA事務局から新たな活動として提案
されたアジア原子力安全ネットワーク
（ANSN：Asian Nuclear Safety Network）
は、原子力安全に係わる経験、知識をデータ
ベース化しアジア地域での知識マネジメント
ツールを目指すものであり、２００３年（平成１５
年）にパイロットプロジェクトを実施し、
２００４年（平成１６年）からは本格的に活動を開
始しました。
ANSNは、日本、韓国、中国及び IAEA

等をハブとし、インドネシア、マレーシア、
フィリピン、タイ、ベトナムをナショナルセ
ンターと称し国単位で設置したサーバーを
ネットワーク構成したものであり、同一思想
によるウェブサイト設計、ネットワーク内の
任意のサーバーに一度ログオンすれば、それ
以降は煩雑なパスワードの入力なしに
ANSN内を自由に移動できるシングルサイ
ンオン方式によるサーバー間相互閲覧、異な
るサーバーが管理する資料を横断的に検索で



原子力安全に関する国際的な取組 第７章

279

第
３
編
第
７
章

きるマスタインデックスによるアップロード
資料の一元管理等の特徴を有しています。現
在、ANSNは、運営委員会を中心として、
教育・訓練、研究炉安全解析、発電炉安全運
転、緊急時対応、放射性廃棄物管理、研究炉
の安全管理に関する各トピカルグループによ
り活動が行われています。これまでの
ANSNの成果は、２００７年（平成１９年）に東
京工業大学で開催された原子力知識マネジメ
ントに関するワークショップ、２００７年（平成
１９年）に()独原子力安全基盤機構で開催された
決定論的安全解析に関するワークショップ等
で発表されました。
我が国はANSNの中心的役割を担って活

動しています。IAEA本部に専門職員を派遣
して全体活動に主体的役割を果たす一方、教
育・訓練をはじめとする３つのトピカルグ
ループをコーディネートしているほか、国内
でも()独原子力安全基盤機構に日本ハブのサー
バーを設置し、アジア近隣諸国における原子
力安全の向上に貢献しています。

②原子力安全の向上のためのレビュー活動
IAEAは世界の原子力発電所の一層の安全

性向上に寄与するため、加盟国からの要
請（注７）に基づき様々な専門家のチームを当該
国の原子力関連施設に派遣し、その安全活動
のレビュー、改善勧告等を取りまとめていま
す。この中には、総合的規制評価サービス
（IRRS）、原子力発電所の運転安全調査チー
ム（OSART：Operational Safety Review
Team）、安全運転パフォーマンスレビュー
（PROSPER：Peer Review Operational
Safety Performance Experience Review）、
輸送安全評価サービス（TranSAS：Trans-
port Safety Appraisal Service）などがあり
ます。

IRSS は、従来からのレビューサービスで

ある IRRTと RaSSIA（Radiation Safety and
Security Infrastructure Appraisal）を統合
して高度化したものであり、原子力安全規制
に係る国の法制度、組織等について総合的に
評価するものです。２００６年（平成１８年）１月
にルーマニアが IRRTのフォローアップミッ
ションとして招請したのが最初であり、３月
にはイギリス、１１月にはフランスが招請して
います。
２００６年（平成１８年）９月の第５０回IAEA
総会において、我が国は２００７年（平成１９年）、
IRRS を招請することを表明し、同年２月の
事前会合を経て、同年６月２５日から３０日まで
の間、IRRS が実施されました。IRRS は、
原子力安全規制に係る各国の制度等につい
て、IAEAの安全基準に照らして総合的に評
価を行うサービスであり、我が国の実用発電
用原子炉を対象として、各国規制機関のトッ
プを含めたハイレベルの専門家によるレ
ビューチームが原子力安全・保安院及び原子
力安全委員会等の関係機関を訪問し、通常の
IAEAの安全基準に照らした評価に加え、我
が国における課題についてオープンかつ率直
な政策対話が行われました。
平成２０年３月には、IAEAによる報告書が

公表され、その中で次の３点が強調されまし
た。
（１）日本は、原子力安全のための総合的な

国の法的枠組み及び行政府の枠組みを
備えている。現行の規制の枠組みは最
近になって修正されており、発展し続
けている。

（２）規制機関である原子力安全・保安院
は、規制の枠組みの発展の指揮と調整
において主たる役割を演じている。

（３）互いの理解及び協力を促進するため
に、原子力安全・保安院、原子力産業
界及び関係者の間の関係を改善すると
いう課題への取り組みがすでに行われ

（注７）輸送安全評価サービス（TranSAS）については、加盟国以外の要請も受け入れることが可能です。
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ている。更なる作業が進行中である。
また、IRRS のレビューチームは、良好事

例を特定するとともに、規制活動の実効性を
更に強化するために改善が必要とされ又は望
まれることを勧告及び助言しました。規制機
関としては評価結果やコメントを踏まえ、安
全規制の高度化、実効性の向上に向け、更な
る取組みを図っていくこととしています。

OSARTは、運転安全管理に関する技術的
経験の交換、調査を通じて、世界中の原子力
発電所の運転安全性を向上させることを目的
とした IAEAの活動です。１９８２年（昭和５７
年）以来、１００を超える専門家チームの調査
団が派遣されています。
IAEAは、OSARTの専門家チームが指摘

した事項の９７％が加盟国の事業者等により適
切に対応されていると発表しています。
OSARTの調査結果は、OSMIR データベー
スとして世界に発信され、安全確保に寄与し
ています。
１９８８年（昭和６３年）１０月、我が国としては
初の専門家チームを関西電力㈱高浜発電所
３、４号炉において受け入れたのを始め、
１９９２年（平成４年）３月～４月に東京電力㈱
福島第二原子力発電所３、４号炉に、専門家
チームが派遣されています。１９９５年（平成７
年）２月～３月に中部電力㈱浜岡原子力発電
所３、４号炉に、及び最近では２００４年（平成
１６年）１１月に東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電
所に派遣されたほか、２００９年（平成２１年）１
月～２月に関西電力㈱美浜発電所に専門家
チームが派遣される予定です。
これらの調査結果では、我が国の原子力発

電所の運転管理が高く評価されるとともに、
今後の運転管理による安全性の一層の向上に
向けていくつかの提案がなされました。

PROSPERは、検討の対象とする原子力発
電所の運転経験、運転記録や、これまでに発
生した事故・故障事例を分析・評価し、根本

原因を特定して、再発防止対策を提案するこ
とを目的としたもので、従前の重要安全事象
評価チーム（ASSET：Assessment of Safety
Significant Event Teams）の活動を発展さ
せたものです。PROSPERは、２０００年（平成
１２年）９月に、イギリスの原子力発電所で、
試行調査活動が実施されたのを始めとして、
順次活動の場を広めています。
ASSETのチームに()独日本原子力研究開発

機構の前身である日本原子力研究所、核燃料
サイクル開発機構を始め、電気事業者等の専
門家が参加して協力してきました。

TranSAS は、IAEA放射性物質安全輸送
規則等をベースに、加盟国の輸送安全規則の
実施状況を評価することを目的に創設された
IAEAの評価プログラムです。１９９８年（平成
１０年）に創設されて以来、イギリス、フラン
ス等で実施され、我が国も２００５年（平成１７年）
１２月に受検しています。

③耐震安全性の向上に関する活動
２００７年（平成１９年）７月、新潟県中越沖地
震による柏崎刈羽原子力発電所への影響に関
し事実関係の把握とそれから得られる教訓を
抽出するため、IAEAから専門家チームが同
年８月に来日し、同発電所の現地調査等を
行ったほか、原子力安全委員会及び原子力安
全・保安院等と意見交換を行いました。全て
の炉は地震中及び地震後安全であり３つの基
本的安全機能（止める、冷やす、閉じ込める）は
確保されたこと、極めて微量な漏えいがあっ
たが、これによる個人の被ばく量は規制値に
比べて大変低い等の見解が出されました。

IAEAは、その後、２００８年（平成２０年）１
月及び同年１２月にフォローアップ調査とし
て、原子力安全・保安院、()独原子力安全基盤
機構（JNES）、東京電力㈱及び専門家等と議
論を行うとともに現地視察を行い、その結果
報告書を公表しました。調査全般として、地
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質学や地震学の多様な分野から数多くの専門
家の参加を得て膨大な量の調査や評価が行わ
れていること、その体制により透明性及び合
意性がもたらされ、課題や留意事項に明確に
なっていることなどが評価されました。

また、２００８年（平成２０年）６月には、IAEA
主催の耐震安全に関する国際ワークショップ
が柏崎地域で開催され、原子力安全委員会、
原子力安全・保安院及び原子力安全基盤機構
はこれをホストしました。このワークショッ
プには、日本を含む２８か国、２国際機関から
海外専門家７０名を含む参加者がありました
（出席者及び傍聴者含む）。そして、この場
で、IAEA事務局から国際耐震安全センター
の発足が表明され、同年１０月の IAEA総会
期間時に正式に創設されました。日本は構想
段階から積極的に関与し、人的及び資金的な
協力を行っています。

④国際的な事故通報システム及び支援体制の
整備
１９８６年（昭和６１年）４月のチェルノブイリ
発電所事故を契機として、原子力事故の際に
被害を最小限に止めるための国際的枠組みを
構築するために、原子力事故関連二条約が策
定されています。すなわち、同年９月の
IAEA総会で採択された「原子力事故の早期
通報に関する条約」（注８）及び「原子力事故又
は放射線緊急事態の場合における援助に関す
る条約」（注９）の二条約です。
「原子力事故の早期通報に関する条約」で

は、締約国の義務として、他国に対し放射線
安全に関する影響を及ぼし得るような原子力
事故等が発生した場合における IAEA及び
被害を受ける可能性のある国への早期通報、
さらに事故原因、放出放射能量、拡散予測等
の安全対策上必要なデータの提供等について

定めています。
「原子力事故又は放射線緊急事態の場合に

おける援助に関する条約」では、締約国は条
約の規定に基づき、必要に応じ他の締約国、
IAEA等に援助を要請することができます。
また、援助を要請された国は、援助を提供で
きるかどうかを直ちに決定し、可能な場合は
援助することとしています。
我が国は二条約とも１９８７年（昭和６２年）６

月に受諾書を寄託し、同年７月１０日に我が国
について効力が発生しました。

⑤放射性廃棄物処分の安全に関わる国際会議
IAEAでは、放射性廃棄物管理と安全に関

して各国の専門家による意見交換を目的とし
て、２０００年（平成１２年）から国際会議を開催
してきています。
２００５年（平成１７年）１０月にはOECD/NEA
との共催で我が国がホスト国として「放射性
廃棄物の処分に関する国際会議」を東京で開
催しました。会議には世界５１か国、４機関か
ら規制機関、事業実施機関等の専門家が参加
し、放射性廃棄物処分の安全性に関する情報
を交換しました。これは、放射性廃棄物分野
の安全性に関する IAEAの国際会議として
はアジア初となるものです。

１．２ 経済協力開発機構／原子力機関
（OECD/NEA）

OECD/NEAは OECDの専門機関として
設置された機関であり、加盟国政府間の協力
を促進することにより、原子力の平和的利用
に必要な科学的、技術的及び法的な基盤を発
達させることを目的とした機関です。このう
ち原子力安全と安全規制の分野における
OECD/NEA活動の中心は、常設の技術委員
会である原子力施設安全委員会（CSNI）、原
子力規制活動委員会（CNRA）、放射線防護

（注８）２００８年（平成２０年）１２月現在、９８か国及び４国際機関が締結しています。
（注９）２００８年（平成２０年）１２月現在、９７か国及び４国際機関が締結しています。
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及び公衆衛生委員会（CRPPH）、放射性廃棄
物管理委員会（RWMC）等です。
我が国は、積極的にこれらの委員会の活動

に参加しており、適宜専門家を派遣し、報告
書の取りまとめなど各委員会の活動に貢献し
ています。

（１）原子力施設安全委員会（CSNI：
Committee on Safety Nuclear
Installations）

CSNI は、原子力施設の安全上の課題に対
する技術的基盤を提供してその解決を図るこ
と、安全規制当局のニーズに応えること、原
子力の安全及び安全のための研究に必要な技
術レベルの維持を図ること、OECD加盟国
が共同出資する国際プロジェクトを推進する
こと、情報の普及を図ること、加盟国の安全
研究を支援すること、などを目指していま
す。
CSNI は、下部に位置する専門技術分野ご

とに設けた多くのサブグループにおいて、情
報交換の推進、特定課題の技術的検討、同一
課題の共同解析を通じての計算コードの妥当
性検討等の活動がなされています。CSNI の
構成は、２００６年（平成１８年）から、CSNI の
活動及び報告書全般に係るレビューを担当す
るプログラム・レビュー・グループと燃料サ
イクル安全、リスク評価、事故の分析及びマ
ネジメント、原子力施設の機器・構造物の信
頼性・経年化、人的・組織的要因、燃料安全
余裕度の６分野のワーキンググループという
構成に改組されています。

核燃料サイクル施設については、IAEAと
OECD/NEAが協力してFINAS（Fuel Inci-
dent Notification and Analysis System）の
データベースを見直し、有効に活用しようと
しています。
また、CSNI は技術上の特定課題について

国際的にその知見の集約を図るため、ワーク
ショップや専門家会合を開催しています。

２００６年（平成１８年）５月には、将来の発電所
の制御室設計と運用についてのワークショッ
プを開催するなど、多角的な検討を展開して
います。
このほか、CSNI では原子力安全の研究に

関する国際共同研究プロジェクトが提案・検
討及び実施されており、原子力安全に関する
貴重なデータを蓄積しています。
我が国においては、こうした国際共同研究

プロジェクトには()独日本原子力研究開発機構
や()独原子力安全基盤機構が積極的に参画して
います。２００２年（平成１４年）１０月には、我が
国において、核燃料サイクル安全性国際ワー
クショップを開催しました。

（２）原子力規制活動委員会（CNRA：
Committee on Nuclear Regula-
tory Activities）

CNRAは、CSNI の下の安全規制分野の活
動を引き継ぐ形で１９８９年（平成元年）に設立
されました。
CNRAの役割は、加盟国の原子力安全に

関する許認可及び安全規制に関する情報交換
及びこうした話題に適した課題の選択等で
す。定常的な活動として、各国の安全規制の
現状、リスク情報を参考にした規制の実施
等、安全規制上重要な事項の情報等を交換す
る一方、適時課題を選択して特別課題会合等
を開催しています。２００６年（平成１８年）に、
安全上重要な事項の情報を迅速に規制に反映
させるため、CSNI に属していた運転経験
ワーキンググループ（WGOE）を CNRAに
移しました。CNRAは検査実務、公衆との
情報伝達及び運転経験の３つのワーキンググ
ループと規制課題を討議し報告書にまとめる
タスクから構成されていましたが、最近加盟
国で新規炉建設の活動が活発化してきたこと
を受け、２００７年（平成１９年）１２月に新規炉規
制ワーキング・グループ（WGRNR）を設立
しました。
２００７年（平成１９年）５月には東京と東海村
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において、「原子力規制活動についての透明
性」をテーマとするWGPCワークショップ、
同年６月には、CSNI との共催により、世界
の原子力安全規制機関と産業界から有識者を
招き「原子力安全確保に係るフォーラム
（FANS２００７）」、また同年１２月には「規制に
おける安全研究の役割をテーマとするワーク
ショップ（RRRC II）」を開催しました。こ
の他、特定の課題については他の委員会と協
力して検討しており、例えば、各国の運転経
験に係る情報はCSNI から定期的に聴取して
おり、また、廃止措置に係る規制については
CRPPH及び RWMCと共同で検討していま
す。
WGOEが CNRAに移ったことで、CNRA

が関与する情報交換の主な活動には、事象報
告システム（IRS：Incident Reporting Sys-
tem）があります。IRS は、OECD/NEA加
盟国が安全上重要な原子力発電所の事故・故
障に関する情報を相互に交換することによ
り、同種の事故・故障の再発防止に役立てる
ために設けられました。１９８０年（昭和５５年）
から２年の試行期間を経て、１９８２年（昭和５７
年）から IAEAと共同で本格的に運営を開
始しました。２００８年（平成２０年）１２月現在、
OECD/NEAと IAEA加盟国で原子力発電
所を有する３１か国すべてが IRS に加盟して
おり、データベースには、約３，５３０件の事例
情報が収録されています。
さらに、CNRAは、IAEAと共同で、国

際原子力事象評価尺度（INES：International
Nuclear Event Scale）を運用しています。
これは、加盟国の原子力関係者、報道関係者
及び一般公衆との間での原子力事故や事象の
重要度に関して共通理解を促進することを目
的とし、原子力施設において発生した事象の
安全上の重要性を迅速かつ理解しやすい形で
広報するための手段です。
１９９０年（平成２年）３月に加盟各国による
試用が開始され、その試用経験を踏まえた改
良を経て１９９２年（平成４年）３月正式運用に

移行しました。２００８年（平成２０年）末現在、
INES には６１か国と４つの機関が加盟してい
ます。我が国は、１９９２年（平成４年）８月に
正式に導入し運用しています。
我が国においては、２００５年（平成１７年）１

月に IAEAと共催の「原子力安全管理と検
査の有効性ワークショップ」が開催されまし
た。

（３）放射線防護及び公衆衛生委員会
（CRPPH：Committee on Ra-
diation Protection and Public
Health）

CRPPHは、職業人及び一般公衆の放射線
防護並びにそれに関連した環境問題に関する
分野で活動しています。活動内容には、①放
射線防護及び公衆衛生に関する各国の政策と
実施について討議すること、②ICRP 勧告、
その他の国際基準の解釈や実行に関する共通
の理解や指針を検討すること、③放射線防護
分野の最新の知見を科学技術的なレベルでレ
ビューし、必要に応じて助言や参考文書を作
成することなどがあります。放射線防護関連
の研究及び政策上の課題や今後の対応等につ
いて検討するEGIS（Expert Group on the
Implications of Radiological Protection Sci-
ence）、放射線防護における公衆衛生からの
視点で検討するEGPH（Expert Group on the
Public Health Perspective in Radiological
Protection）など、特に重要な事項に関して
は別途専門家による検討グループを設けてい
ます。
我が国は、放射線防護の重要性を重視し

て、これらのCRPPH活動に積極的に参加し
ています。２００７年（平成１９年）１２月には、原
子力安全委員会はOECD/NEA、文部科学省
と共催で「第４回アジア会議」を我が国にお
いて開催し、ICRP ホルム委員長を迎え、ア
ジア加盟国との間で ICRP２００７年勧告（２００７
年（平成１９年）１２月公表）に係る意見交換を
行いました。また、原子力発電所における放
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射線業務従事者の放射線防護を目的として
IAEAと共同で運営されている職業被ばく情
報システム（ISOE：Information System on
Occupational Exposure）の活動に、シンポ
ジウムの開催、情報交換などを通じて積極的
に参加しています。

（４）放射性廃棄物管理委員会（RWMC：
Radioactive Waste Manage-
ment Committee）

RWMCでは、各加盟国における放射性廃
棄物の管理や原子力施設の廃止措置等におけ
る政策や事業の実施状況に関して情報交換等
により国際協力を行っています。RWMC本
会合の下にFSC（Forum on Stakeholder
Confidence）、IGSC（The Integration Group
for the Safety Case）、WPDD（The RWMC
Working Party on Decommossioning and
Dismantling）及び RF（The Regulators’Fo-
rum）等の作業部会があり、各分野における
議論を行っています。主な業務は、放射性廃
棄物の管理に関する政策や技術基準等の最新
の動向についてOECD/NEA加盟国への情
報提供を行うことです。特に、長半減期核種
や使用済燃料を含む全てのタイプの放射性廃
棄物の安全で持続性のある管理方法を開発す
ることに焦点を当て、
・経験を含めた情報交換をし、長半減期核種
を含む廃棄物、使用済燃料と解体廃棄物の
管理の理解を増進し、

・安全規制の取組を含めた廃棄物管理方策を
作り、

・放射性廃棄物管理に関する科学的、技術的
知識を深め、

・安全な廃棄物管理の実施を促進し、最近の
廃棄物管理の課題に言及する観点から非加
盟国との協力を進める

ことを目的としています。
RWMCの主な活動内容は、情報・意見交

換のためのフォーラム開催、基本問題に関す
る共通理解の発展と種々の可能性のある放射

性廃棄物管理戦略及び代替案についての議論
に基づいた共通認識採択の促進、放射性廃棄
物管理の分野における最新技術のレビュー、
専門家会合の開催や技術報告書の発行等を通
じた情報普及への寄与、放射性廃棄物管理の
分野における加盟国の研究開発計画や安全評
価のような活動を国際的にピアレビューする
ための枠組みの提供等です。具体的には、
２００８年（平成２０年）１０月に RWMCの集約意
見として、加盟各国の政策的課題や技術的検
討の進展の状況を踏まえて、高レベル放射性
廃棄物の地層処分に関する統一的な見解を示
しました。また、OECD/NEAの技術会合と
して、放射性廃棄物の可逆性と回収可能性
（以下、「R&R」とします。）をテーマにし
たプロジェクト委員会が、２００８年（平成２０年）
１０月にトロント（カナダ）で開催され、
RWMC加盟各国のR&Rに係る検討状況が
報告され、ステークホルダーの関与や処分場
閉鎖後の管理のあり方等に関して意見交換が
なされました。その他、IGSC では放射性廃
棄物処分の長期安全性に関するセーフティ
ケースの分野における検討が進んでおり、日
本として積極的に参加し貢献しています。
RFの活動の一環として、２００９年（平成２１

年）１月にはOECD/NEAとの共催で我が
国がホスト国として「透明性と調和のある達
成可能な地層処分の規制に向けて」を議題と
した、ワークショップを東京で開催する予定
です。

（５）OECD/NEAを通じた原子力安全研
究協力

原子力安全に関する大規模な研究を、重複
を避けて効率的に実施するために、OECD/
NEA加盟国から様々な国際研究協力が提
案・実施されています。近年では加盟国の安
全研究予算の減少を反映して、原子力安全研
究に関する実験施設の国際共同運営等も提案
されています。
我が国が参加している協力研究の一覧を図
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表３－７－２に示します。
原子力安全委員会は原子力安全・保安院、

文部科学省と共催で２００８年（平成２０年）２月、
東京において「安全研究フォーラム２００８－原
子力施設の耐震安全と安全研究－」を開催し
ました。パネリストとして国内の専門家と共
に、OECD/NEAから J.Reig 原子力安全課長
や IAEAと米国原子力規制委員会（NRC）

の耐震専門家を招請し、活発な討論と我が国
の経験や最新知見の国際共有化に努めまし
た。
また、２００９年（平成２１年）２月、東京にお

いて「安全研究フォーラム２００９―原子力施設
の耐震安全に関する最新知見と安全研究―」
を開催する予定です。パネリストとして国内
の専門家と共に、IAEAからAntonio R. Go-

協力名称 協力の内容 協力の期間

ハルデン計画 ノルウェーのハルデン炉における高燃焼度燃料及びMOX燃料の照射試験、
炉心構造材の照射誘起応力腐食割れ（IASCC）研究、マンマシンインター
フェイス研究。()独日本原子力研究開発機構が参加。

２００３年（平成１５年）
～２０１１年（平成２３年）１２月

SETH－２計画 事故時格納容器内多成分多相熱流動試験。ジェット流の影響、アクシデント
マネジメント、格納容器スプレイ効果の３本柱。現象解明試験及び解析コー
ドの検証。()独原子力安全基盤機構が参加。

２００７年（平成１９年）
～２０１０年（平成２２年）

PKL－２計画 小 LOCA時のボロン希釈、ミッドループ運転時の残留熱除去失敗時のボロ
ン希釈事象の解明実験。()独原子力安全基盤機構が参加。

２００８年（平成２０年）４月
～２０１１年（平成２３年）９月

MCCI－２計画 シビアアクシデント時デブリとコンクリートの相互作用を調べる試験。()独原
子力安全基盤機構が参加。

２００６年（平成１８年）４月
～２００９年（平成２１年）１２月

OPDE計画 配管損傷事象に関する国際的なデータベースを構築し、原因の分析、経験の
フィードバック等を実施。()独原子力安全基盤機構が参加。

２００８年（平成２０年）６月
～２０１１年（平成２３年）５月

ICDE 計画 国内のトラブルデータを分析評価して共通要因故障データを抽出し、データ
ベースに登録すると共に、分析・評価等を行う。()独原子力安全基盤機構が参
加。

２００８年（平成２０年）
～２０１１年（平成２３年）３月

FIRE 計画 火災 PSA（確率論的安全評価）で必要とする情報について、国際的なデー
タベースを作成するとともに、各国の火災事例等について分析。()独原子力安
全基盤機構が参加。

２００６年（平成１８年）１１月
～２００９年（平成２１年）１２月

COMPSIS 計画 安全上、重要な計算機システムのハード及びソフトのトラブル情報の収集と
蓄積。()独原子力安全基盤機構が参加。

２００５年（平成１７年）
～２００７年（平成１９年）

ROSA計画 ()独日本原子力研究開発機構のROSA/LSTF装置を利用して軽水炉事故時の
熱水力安全性研究における新型安全系の新しい安全評価手法に関する開発を
実施。参加機関数は１４か国・１８機関。()独日本原子力研究開発機構と()独原子力
安全基盤機構が参加。

２００５年（平成１７年）４月
～２００９年（平成２１年）３月

CABRI 水 ル ー
プ計画

高燃焼度燃料の反応度事故時挙動試験で、破損限界や破損影響評価に関する
知見を取得する。()独原子力研究開発機構が参加。

２０００年（平成１２年）
～２０１０年（平成２２年）

PRISME計画 火災区画間の火災及び煙の伝ぱについてのメカニズムを解明することを目的
とした試験を実施。()独原子力安全基盤機構が参加。

２００６年（平成１８年）１月
～２０１０年（平成２２年）１２月

BIP 計画 軽水炉シビアアクシデント時の格納容器内ガス状ヨウ素挙動について、実験
により解明する。()独原子力安全基盤機構が参加。

２００７年（平成１９年）７月
～２０１０年（平成２２年）６月

SERENA計画 シビアアクシデント時の安全問題である炉心溶融と冷却材との相互作用によ
る水蒸気爆発現象のメカニズムを試験で解明し、実炉解析と緩和系評価のた
めの解析モデルの開発、検証を行う。()独原子力安全基盤機構が参加。

２００７年（平成１９年）
～２０１０年（平成２２年）

SCIP 計画 平常時及び異常過渡における燃料被覆管健全性に関する出力急昇試験及び被
覆管機械特性試験を実施。産業界数社が参加。()独原子力安全基盤機構は２００８
年（平成２０年）９月より参加。

２００４年（平成１６年）７月
～２００９年（平成２１年）６月

SCAP計画 応力腐食割れ及びケーブルの絶縁劣化に関するデータベース及び知識ベース
の整備、並びに高経年化対策に関わる推奨事例の抽出を目的とした計画。原
子力安全・保安院及び()独原子力安全基盤機構を中心とした産学官の連携体制
で参加。

２００６年（平成１８年）６月
～２０１０年（平成２２年）６月

図表３－７－２ OECD/NEAを通じた原子力安全研究協力
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doy 原子力施設安全部課長代行などの耐震専
門家を招請し、活発な討論と我が国の経験や
最新知見の国際共有化に努ることとしていま
す。

１．３ 原子放射線の影響に関する国連科
学委員会（UNSCEAR：United Na-
tions Scientific Committee on the
Effects of Atomic Radiation）

UNSCEARは１９５５年（昭和３０年）１２月の
第１０回国連総会の決議により設立され、現在
はアメリカ、フランス、日本等２１か国の委員
で構成されています。これまで５６回（２００８年
（平成２０年）末現在）開催されており、本委
員会に対する国連総会の付託事項は、①環境
における電離放射線と放射能の観測されたレ
ベルに関する報告、②人とその環境に対する
電離放射線の影響に関する報告等を評価し、
これらを適切で有用な形にまとめ、国連総会
に報告することなどです。
２００９年（平成２１年）には２００１年（平成１３年）
に刊行された「電離放射線の継世代的影響に
関する報告書」に続く新たな報告書が刊行さ
れる予定です。現在は、今後取り扱うテーマ
が検討されています。
また、２００７年（平成１９年）１１月には原子力

安全委員会主催で公開シンポジウム
「UNSCEARの最新動向と放射線影響研究
の展望」を開催し、バーンズUNSCEAR議
長を交えて、国内の専門家との間で意見交換
をしました。

１．４ アジア原子力協力フォーラム
（FNCA：Forum for Nuclear Coop-
eration in Asia）

FNCAは、１９９９年（平成１１年）に発足し
た原子力技術の平和的で安全な利用促進を目
的とする我が国主催の地域パートナーシップ
の枠組みです。２００９年（平成２１年）２月現在、
１０か国（オーストラリア、バングラデシュ、
中国、インドネシア、日本、韓国、マレーシ

ア、フィリピン、タイ及びベトナム）が参加
しています。毎年、①大臣級会合（協力推進
のための政策対話を実施）、②コーディネー
ター会合（具体的な協力計画の審議）、③パ
ネル会合（発電分野に関する情報交換）の３
つの会合を開催して政策対話を行い、また、
放射線利用を中心とする８分野１１プロジェク
ト（（１）研究炉利用、（２）農業利用、（３）
医学利用、（４）工業利用、（５）原子力広報、
（６）放射線安全・廃棄物管理、（７）原子
力安全文化、（８）人材養成）を実施し、ワー
クショップやピアレビューなどを通じて、研
究協力や意見、情報の交換を行っています。
２００８年（平成２０年）９月に開催したパネル
会合では、「原子力発電にかかわる安全確保
のための基盤整備」をテーマに議論が行われ
FNCA参加国間での知見と経験の共有や、
ASEAN＋３（日中韓）等の他の国際枠組み
との連携促進が有効と提言されました。

１．５ 原子力安全政策に関する国際会議
（１）G８サミット関連
１９９６年（平成８年）４月、先進７か国とロ
シアの間で開催された「原子力安全に関する
モスクワ・サミット」では、原子力利用に当
たり安全を最優先すべきことやロシアによる
放射性廃棄物の海洋投棄の中止等が参加各国
首脳により確認されました。同時に、「原子
力安全モスクワ・サミット宣言」、同年９月
までの条約交渉妥結を確認した「包括的核実
験禁止条約に関する声明」、及びチェルノブ
イリ原子力発電所の閉鎖に向けての協力を確
認した「ウクライナに関する声明」が発表さ
れました。
また、このサミットで我が国は「アジア原

子力安全東京会議（１９９６年（平成８年）１１月。
以下「東京会議」という。）」の開催を提唱し
ました。１９９７年（平成９年）１０月には、韓国
政府主催で「アジア原子力安全ソウル会議」
がソウルで開催され原子力安全について幅広
い意見交換をしました。
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東京会議は、原子力発電の導入・拡充に向
け活発な動きが見られるアジア地域において
原子力安全について議論する国際会議として
１９９６年（平成８年）１１月に東京で開催されま
した。本会議にはアジア・オセアニア地区か
ら９か国（日本（議長国）、中国、インドネ
シア、韓国、マレーシア、フィリピン、タ
イ、ベトナム及びオーストラリア）、オブ
ザーバーとしてG７等１１か国、３国際機関か
ら高級事務レベルが参加しました。都甲原子
力安全委員会委員長（当時）が同会合で指摘
した「原子力の安全確保には『安全文化』の
醸成が重要」との理念は、その後の各国での
活動に繋がっています。
東京会議では、原子力の利用に際しては高

い水準の原子力安全達成・維持が必要なこ
と、そのための主要な責任は各国それぞれが
負うことなど、「原子力の安全に関する条約」
（本章本節１．１の IAEAの項を参照）等の国
際的枠組みが定めている原子力安全に関する
諸原則を確認し、アジア地域の原子力発電に
ついても安全に最大限の考慮を払うことの重
要性を認識し合いました。また、原子力活動
の国際的な透明性・公開性の向上のため、規
制情報の交換、原子力安全に係る研究機関間
の情報交換、人的資源の開発等の必要性につ
いても意見を交換しました。
また、１９９６年（平成８年）１０月に発効した

「原子力の安全に関する条約」が３年ごとの
提出を義務づけている国別報告作成に関し
て、アジア地域諸国内で意見を交換するため
の非公式ワーキンググループの開催が合意さ
れ、１９９８年（平成１０年）５月、同ワーキング
グループが福岡で開催されました。

（２）国際原子力規制者会議（INRA：Interna-
tional Nuclear Regulators Association）

INRAは、１９９６年（平成８年）９月パリで
開催されたOECD/NEAの安全規制機関首
脳会合で米国原子力規制委員会（NRC）の
ジャクソン委員長（当時）が、広範な原子力

安全規制上の課題に関して安全規制当局の責
任者による意見交換のためのフォーラムを設
立することを提案したのが契機となり、１９９７
年（平成９年）５月にパリで正式に設立され
ました。２００６年（平成１８年）末までに１９回の
会合が開催されています。会議には、カナ
ダ、フランス、ドイツ、日本、スペイン、ス
ウェーデン、イギリス、アメリカ及び韓国の
規制当局の首脳がメンバーとして参加してい
ます。２００７年（平成１９年）は５月と１０月にス
ペインで開催され、２００８年（平成２０年）は３
月と１２月に米国で開催されました。２００９年
（平成２１年）は韓国で開催される予定です。
これまでに、各国の原子力安全を巡る社会

情勢の動向、原子力の安全規制の現状と今後
の課題、各国の原子力安全規制の共通点・相
違点、旧ソ連、中・東欧諸国及び中国に対す
る支援方策等について、意見・情報を交換す
るとともに、１９９８年（平成１０年）のモスクワ・
エネルギー・サミット及びG８サミットに向
けて、原子力安全規制の重要性を訴える声明
を送付するなどの活動を実施してきました。
また、２００８年（平成２０年）４月には、原子力
安全条約検討会合中の IAEA宛てに、アジ
アなどこれから原子力発電を導入、拡大しよ
うとする国々に対して安全分野の基盤整備の
支援を声明するレターを発出しました。
我が国からは、本会議に原子力安全委員会

委員長及び原子力安全・保安院長がメンバー
として参加し、規制情報を共有することで我
が国の安全規制、安全確保に活かしていま
す。

（３）日中韓 原子力安全協力
２００５年（平成１７年）１１月、原子力安全・保
安院及び()独原子力安全基盤機構の主催によ
り、大幅な原子力発電の拡大が見込まれてい
る北東アジア地域において、その大前提とな
る安全性を確保するためには、域内の協力は
如何にあるべきかを話しあうことを目的とし
て日中韓原子力安全地域協力に関するシンポ
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ジウムが開催されました。このシンポジウム
を契機に、三か国の技術支援機関、原子力安
全基盤機構（日本）、核安全センター（中国）、
韓国原子力安全技術院（韓国）による原子力
安全に関する地域協力プロジェクトとして、
運転経験のフィードバックに関する情報交
換、健全性維持に関する共同研究が開始され
ました。
また、２００８年（平成２０年）９月に、日中韓

三か国の原子力規制当局（原子力安全・保安
院、中国国家環境保護総局核安全局、韓国教
育科学省原子力局）のトップ級及び技術支援
機関の６者が一堂に会し、原子力安全に関す

る共通の課題や安全技術向上のための取り組
みについて情報交換及び意見交換を行いまし
た。今後の具体的な方策としては、事故・事
象に関する情報共有ネットワークの構築、緊
急時対応能力の向上のための協力、人材育成
に関する交流、近隣アジア諸国への協力があ
げられました。このような意見交換の重要性
に鑑み、今後とも定期的に日中韓原子力安全
上級規制者会合として開催される予定です。
この他にも、安全性向上に資するために各

種の国際会議に参加、開催協力をしていま
す。

第２節 二国間による協力

我が国の当局や研究機関等は、アメリカを
始め８か国との間で締結又は作成した二国間
の情報交換に係る取決めに基づき、原子力安
全の確保に関して専門家や情報を交換してい
るほか、各国との間で安全研究協力や研修事
業などを実施しています。

（規制情報交換等）
原子力を開発利用している国との間で規制

活動情報を適切に共有し、得られた経験・知
見をそれぞれの国の安全規制に反映するため
に、アメリカ、フランス、ドイツ、スウェー
デン、韓国、イギリス、中国、イタリアとの
間で原子力規制に関する情報交換等を実施し
ています（図表３－７－３、図表３－７－４）。

協力名称 協 力 機 関 協力期間

日米規制情報交換 ・文部科学省科学技術・学術政策局
・米国原子力規制委員会（NRC）
・経済産業省原子力安全・保安院
・米国原子力規制委員会（NRC）

１９９７年（平成９年）～

１９９７年（平成９年）～

日仏規制情報交換 ・文部科学省科学技術・学術政策局
・フランス原子力安全機関（ASN）
・経済産業省原子力安全・保安院
・フランス原子力安全機関（ASN）

２００２年（平成１４年）～

２００２年（平成１４年）～

日独規制情報交換 ・文部科学省科学技術・学術政策局
・ドイツ環境自然保護原子力安全省（BMU）

１９８９年（平成元年）～

日瑞規制情報交換 ・経済産業省原子力安全・保安院
・スウェーデン原子力発電検査庁（SKI）

１９８８年（昭和６３年）～

日韓規制情報交換 ・文部科学省科学技術・学術政策局
・韓国教育科学技術部（MEST）
・経済産業省原子力安全・保安院
・韓国教育科学技術部（MEST）

１９９１年（平成３年）～

１９９１年（平成３年）～

日英規制情報交換 ・文部科学省科学技術・学術政策局
・英国保健安全執行部（HSE）
・経済産業省原子力安全・保安院
・英国保健安全執行部（HSE）

１９９３年（平成５年）～

２０００年（平成１２年）～

図表３－７－３ 二国間規制情報交換等の枠組み
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日中規制情報交換 ・経済産業省原子力安全・保安院
・中国国家核安全局（NNSA）
・文部科学省科学技術・学術政策局
・中国国家核安全局（NNSA）

１９９４年（平成６年）～

１９９４年（平成６年）～

日伊規制情報交換 ・文部科学省科学技術・学術政策局
・イタリア環境保護・技術サービス庁（APAT）

１９９６年（平成８年）～

年 月 事 項

２００２年４月
（平成１４年）

第１３回日米規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－原子力規制委員会）がワシントンで開
催され、安全規制の現状等について意見交換。

４月 第６回日中規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－国家核安全局）が北京で開催され、安
全規制の現状等について意見交換。

５月 第８回日韓規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－科学技術部）がソウルで開催され、安
全規制の現状等について意見交換。

７月 第１回日英規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－保健安全執行部）が東京で開催され、
安全規制の現状等について意見交換。

２００３年９月
（平成１５年）

第２回日英規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－保健安全執行部）がロンドン及びリバ
プールで開催され、安全規制の現状等について意見交換。

９月 第８回日瑞規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－原子力発電検査庁）がストックホルム
で開催され、安全規制の現状等について情報交換。

１０月 第１４回日米規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－原子力規制委員会）が東京で開催され、
安全規制の現状等について意見交換。

２００４年２月
（平成１６年）

第９回日韓規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－科学技術部）が東京で開催され、安全
規制の現状等について意見交換。

２月 第７回日中規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－国家核安全局）が東京で開催され、安
全規制の現状等について意見交換。

４月 第３回日英規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－保健安全執行部）が東京で開催され、
安全規制の現状等について意見交換。

４月 第１４回日仏規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－原子力安全・放射線防護総局）が東京
で開催され、安全規制の現状等について意見交換。

４月 第１３回日仏規制情報交換会合（文部科学省科学技術・学術政策局－原子力安全・放射線防護総局）が東
京で開催され、安全規制の現状等について意見交換。

９月 第１５回日米規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－原子力規制委員会）がワシントンで開
催され、安全規制の現状等について意見交換。

２００５年５月
（平成１７年）

第１６回日米規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－原子力規制委員会）が東京で開催され、
安全規制の現状等について意見交換。

５月 第５回日韓規制情報交換会合（文部科学省科学技術・学術政策局－科学技術部）が東京で開催され、安
全規制の現状等について意見交換。

６月 第５回日中規制情報交換会合（文部科学省科学技術・学術政策局－国家核安全局）が東京で開催され、
安全規制の現状等について意見交換。

２００６年６月
（平成１８年）

第１０回日韓規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－科学技術部）がソウルで開催され、安
全規制の現状等について意見交換。

９月 第８回日中規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－国家核安全局）が成都で開催され、安
全規制の現状等について意見交換。

９月 第１５回日仏規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－原子力安全・放射線防護総局）がパリ
で開催され、安全規制の現状等について意見交換。

１０月 第１７回日米規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－原子力規制委員会）がワシントンで開
催され、安全規制の現状等について意見交換。

２００８年９月
（平成２０年）

第３回日中韓三か国原子力安全規制情報交換会合（経済産業省原子力安全・保安院－中国国家核安全局
－韓国教育科学省原子力局）が東京で開催され、安全規制の状況等について意見交換。

図表３－７－４ 二国間規制情報交換等の最近の主な活動
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（安全研究協力）
原子力の安全研究は各国において積極的に

推進されていますが、同時に、一国だけでは
対応が困難なもの又は重複を避けて効率的に

成果を求めることが適切なものについては二
国間の研究協力を活発に進めています（図表
３－７－５）。

協力機関名 相手国 協力名称 協力の内容 協力の期間

フランス 原子力研究開発のためのフ
レームワーク取決め

フランス原子力庁（CEA）との、原
子力研究開発に関する研究協力

２００４年（平成１６年）１２月
～２０１０年（平成２２年）１２月（注５）

原子力安全及び放射線防護
分野における協力取決め

フランス放射線防護原子力安全研究所
（IRSN）との、反応度事故、臨界安
全性等についての研究協力

２００３年（平成１５年）３月
～２０１１年（平成２３年）３月（注５）

米国 核不拡散・保障措置取決め 米国エネルギー省（DOE）との、核
物質の計量管理、検認及び物理的防護
手法の改良に向けた技術装置、手続き
に係る研究、開発

１９９０年（平成２年）７月
～２０１１年（平成２３年）７月（注５）

放射線防護分野における研
究協力取決め

米国環境保護庁（EPA）との、放射
線防護分野の協力

１９８６年（昭和６１年）５月
～２０１３年（平成２５年）６月（注６）

韓国 原子力の平和的利用分野に
おける協力のための取決め

韓国原子力研究所（KAERI）との、
原子力の安全性及びその関連分野での
研究協力（第Ⅲ期）

２００４年（平成１６年）８月
～２０１３年（平成２５年）８月（注５）

欧州 保障措置技術協力取決め 欧州原子力共同体（ユーラトム）との、
保障措置に必要な計量管理システムの
解析手法、閉じ込め・監視技術、測定
技術の開発に関する研究協力

１９９０年（平成２年）５月
～２０１１年（平成２３年）５月（注５）

カザフス
タン

高温ガス炉の安全性に関す
る覚書

カザフスタン原子力委員会との高温ガ
ス炉の安全性に関する情報交換

２００８年（平成２０年）６月～

フランス FUBILA計画 フランス原子力庁（CEA）との共同
研究として、MOX炉物理試験に関す
る研究協力

２００２年（平成１４年）４月
～２００９年（平成２１年）４月

米国 CSARP計画 米国原子力規制委員会（NRC）主催の
CSARP（注１）計画に参加、炉心損傷時
の燃料挙動、FPソースターム（注２）及
び格納容器の健全性に関する研究協力

２００６年（平成１８年）６月
～２０１１年（平成２３年）５月

COOPRA計画 米国原子力規制委員会（NRC）主催
のCOOPRA計画に参加、確率的安全
評価に関する研究協力

２００４年（平成１６年）７月
～２００８年（平成２０年）７月

PINC計画 米国原子力規制委員会（NRC）主催
の PINC（注３）計画に参加、Ni 基合金
PWSCCに関する研究協力

２００４年（平成１６年）１１月
～２００９年（平成２１年）１２月

CAMP計画 米国原子力規制委員会（NRC）主催
のCAMP（注４）計画に参加、熱流動解
析コードに関する研究協力

２００４年（平成１６年）１１月
～２００７年（平成１９年）１１月

材料技術研究の分野におけ
る実施取決め

材料技術研究分野に関する米国原子力
規制委員会（NRC）との技術情報交換

２００７年（平成１９年）９月
～２０１２年（平成２４年）９月

ベルギー MALIBU計画 ベルギー原子力研究センター（SCK・
CEN）との、ヨーロッパの軽水型原
子力発電所において燃焼した高燃焼度
MOX燃料等についての核種組成分析
データ測定に関する研究協力

２００８年（平成２０年）３月
～２０１１年（平成２３年）３月

図表３－７－５ 二国間協力による安全研究協力

()独
日
本
原
子
力
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発
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子
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（注１）CSARP：Cooperative Severe Accident Research Program の略
（注２）FPソースターム：炉心が損傷し、格納容器等の健全性が失われた場合、炉心から FP（Fission Product：核分裂生成物）が環境へ放

出されることがあるが、環境への影響を評価するために必要な FPの種類、化学形、放出量をいいます
（注３）Program for the Inspection of Nickel Alloy Components の略
（注４）Thermal-Hydraulic Code Application and Maintenance の略
（注５）旧法人が締結していた取決めを締結しなおした協力
（注６）旧法人が締結していた取決めを承継した協力
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（研修事業等）
旧ソ連、中・東欧諸国、さらには原子力発

電の本格化が予想される近隣アジア諸国にお
ける原子力発電所等の安全確保及びそれらの
国々における安全文化醸成への支援として、

これらの諸国から原子力関係の技術者等を招
いて原子力安全研修を実施するとともに、我
が国の原子力安全の専門家を派遣して我が国
でこれまで培った安全技術や安全文化等の普
及啓発が進められています（図表３－７－６）。

事業名称 主催／運営機関 事業の内容 対象国 １８年度実績 １９年度実績

国際原子力安全技術研修
Ａ）指導教官研修
Ｂ）講師海外派遣研修
Ｃ）保障措置トレーニングコー
ス

文部科学省／()独日本
原子力研究開発機構

アジア諸国の原子力関係者に対
し、原子力安全に関する交流及
び同地域の原子力技術者の技術
及び知識の向上を図るため、招
へい、専門家派遣による講師育
成研修を実施

アジア諸国
Ａ）７名
Ｂ）２４名
Ｃ）１５名

Ａ）１３名
Ｂ）２３名
Ｃ）０名

国際原子力安全セミナー事業
Ａ）原子力行政コース
Ｂ）安全解析コース
Ｃ）プラント安全コース
Ｄ）放射線安全コース

文部科学省／㈶放射
線利用振興協会

アジア諸国の原子力関係者に対
し、同地域の原子力安全を向上
させ、また我が国の原子力利用
の安全性向上に反映させるた
め、招へい・研修を実施

アジア諸国
Ａ）１０名
Ｂ）１１名
Ｃ）８名
Ｄ）１２名

Ａ）７名
Ｂ）９名
Ｃ）８名
Ｄ）０名

国際原子力安全交流派遣事業 文部科学省／㈶原子
力安全研究協会

原子力安全に係る専門家を派遣
し、原子力安全設計・安全解析
手法や放射性廃棄物管理分野等
について情報交換・意見交換等
を通じた技術交流を実施

アジア諸国 のべ２８名 のべ２５名

原子力発電所安全管理等国際研
修［ポスト千人研修］

経済産業省原子力安
全・保安院／㈳海外
電力調査会

原子力発電所の運転管理技術の
向上等を目的として、原子力発
電所の管理・監督者、保守・検
査員等を対象とした研修等を実
施（２００６年度（平成１８年度）で
終了）

中国
ベトナム
ロシア等

１３０名
１３名
６名

－
－
－

原子力発電所安全管理等人材育
成事業

経済産業省原子力安
全・保安院／㈳海外
電力調査会

中国をはじめとしたアジア諸国
の原子力発電の安全確保のた
め、原子力発電所の運転員、補
修員を対象とした研修等を実施

中国
ベトナム

３名
－

５６名
１６名

原子力発電所安全管理等国際研
修

経済産業省原子力安
全・保安院／()独原子
力安全基盤機構

原子力発電の安全規制技術の向
上・規制体系の整備等を目的と
して、規制機関職員等を対象と
した長期研修を実施

中国
ベトナム

１２名
４名

７名
５名

()独国際協力機構
集団研修：原子力発電基礎／原
子力発電基盤整備計画

()独国際協力機構／㈳
海外電力調査会・日
本原子力発電㈱

原子力発電分野における技術水
準の向上を図り、参加国におけ
る原子力発電所の設計、運営維
持体制及び安全管理体制が改善
され、参加国における今後の原
子力発電事業の発展に供する。

ブルガリア
モンゴル
アルメニア
エジプト
マダガスカル
インドネシア
タイ
チリ
フィリピン
マレーシア

２名
１名
１名
１名
１名
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
２名
２名
２名
１名
１名

国際原子力安全基盤研修事業
「原子力研究交流制度」
Ａ）招へい
Ｂ）派遣

文部科学省／㈶原子
力安全研究協会

原子力研究開発利用に伴うアジ
ア諸国の原子力技術者・研究者
の技術・知識向上を図り、各国
の原子力基盤の強化及び原子力
安全性の向上に反映させるた
め、招へいによる研修・研究活
動、専門家派遣を実施。

アジア諸国 Ａ）６２名
Ｂ）２０名

Ａ）４９名
Ｂ）１１名

図表３－７－６ 研修事業等


